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事 項
1.1 第2回検討会審議事項
(H30.7.20）

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討

【崩壊斜面の条件（第1回検討会）】
・異常気象時通行規制区間（時間雨量
40mm、日雨量120mm)
・走行注意区間：レベルⅢ（危険度がや
や高い）
・対策工：モルタル吹付＋覆式ロックネット
・法面点検（H28.1）：カルテ監視
・H30.5.17：モルタル剥離2箇所、ロック
ネット損傷1箇所補修（5.11道路利用者
からの情報提供への対応）。

要 点 備 考
審議事項① 崩壊原因
・H30.6.6の崩壊は斜面勾配85°程度、高さ70m以上の斜面で発生した。
・風化した節理に沿って不安定化した岩盤が、深さ2m程度の崩壊規模で流れ盤に沿って斜面上を滑り落ちたと推測される。
・誘因の一つとして、背後地からの浸透水が岩盤内亀裂に流入したことが考えられる。

審議事項② 復旧工法
・対策範囲：崩壊箇所と同様に流れ盤をなす

範囲とした（エリア-1）。
・対策規模：ボーリング結果に基づき、崩壊

厚を4.5mと想定した。
・対策工法：工期と経済性が優れるグランド

アンカー工＋ロープ伏工を採用
した。

図-1.1.1 崩壊箇所断面図 図-1.1.2 崩壊箇所全景

表-1.1.1 対策比較表
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法面変状
リスク大

事 項
1.1 第2回検討会審議事項
(H30.7.20）

要 点 備 考
審議事項③ 今後の法面対策のあり方に関する検討
今回の法面崩壊は急勾配で発生しており、その原因を踏まえると危険度の高い斜面の抽出に際しては、地形条件である「斜面勾
配」を指標とすることが最も有用である。また、崩壊規模は、「斜面高さ」も関係することから指標とする。
・「斜面勾配」、「斜面高さ」の確認にあたっては、既存のLPデータやGISソフトを活用し抽出する。
・下表のようなケースを設定し、広島県全域におけるデータをとりまとめる。
・その結果と、路線の重要度などを加味し、総合的にハード対策の優先順位などに反映させる。

表-1.1.2 検討ケースのイメージ

図-1.1.3 斜面勾配図の例（勾配60°以上の斜面を抽出：LP
データ）

図-1.1.4 斜面勾配図の例（勾配70°以上の斜面を抽出：
LPデータ）

【留意すべき地形特性（第1回検討会）】
・太田川の河川洗奪斜面にあたり、急峻な
地形を呈する。
・道路に沿って北東-南西方向に明瞭なリ
ニアメントが発達、急勾配斜面が連続する。

【留意すべき地質特性（第1回検討会）】
・当該斜面は、ジュラ紀玖珂層群（粘板
岩）中に広島花崗岩が部分的に貫入した
範囲にあたる。花崗岩周縁部に位置するた
め、珪化を被る。このため、硬質で割れ目が
発達しやすい。

勾配（≒崩壊可能性の高さ）

斜面の高さ
（≒崩壊規模）

◆広島県管理道路を対象に、斜面勾配と高さに応じてケース分けし、各ケース
の対象箇所数や分布傾向を把握する。

◆リスク＝発生確率×規模（影響度）で評価される。ここで、斜面勾配が急な
ほど崩壊発生確率は上昇し、斜面高さが高いほど崩壊規模は大きくなる。

◆このため、ケースNo.が大きくなるにつれて、法面変状リスクは高くなるよう
に整理される。

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討
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事 項
1.2 斜面区分評価結果

要 点 備 考
1）斜面勾配図の作成
・県管理道路を対象に斜面の危険度評価を行うため、既存LP測量データ（DEM）を用いて斜面勾配図を作成した。
・対象路線を以下に示す。

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討

：一般国道(950km)

：主要地方道(1,328km)

：一般県道(1,734km)

合計4,012km

図-1.2.1 県管理道路位置図
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事 項
1.2 斜面区分評価結果

要 点 備 考
1）斜面勾配図の作成
・斜面勾配図は横2km×縦1.5kmの図郭を基本とし、全9事務所で計2109図郭を作成した。

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討

図-1.2.2 斜面勾配図の作成図郭（西部建設事務所安芸太田支所の例）

表-1.2.1 事務所別図郭数
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斜面勾配図の作成範囲：災害要因の判読にあたり十分な範囲までを確保した。判読範囲の目安は、「道路防災点検の手引き（H19）」に則り以下とした。
“路線に面する斜面については斜面の尾根～谷までを判読対象とする。奥行きが非常に深い場合は道路から1km程度とする”



事 項
1.2 斜面区分評価結果

要 点 備 考
1）斜面勾配図の作成
・危険度評価を行う急勾配斜面を抽出できるよう図面は50°以上を着色とし、勾配と高さのケース検討に用いるため10°単位で
閾値を設定した。また、1mコンターの等高線データを重ね合わせて、斜面勾配図を完成させた。

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討

図-1.2.3 傾斜量図

図-1.2.4 等高線図

図-1.2.5 斜面勾配図（国道191号崩落事故現場）

傾斜量の凡例
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○H30.7の事故は法面の岩盤崩壊によるものであり，ここで50°以上を閾値とする根拠は以下のとおりである。

・「道路土工 切土工・斜面安定工指針（H21）」で、硬質岩盤の標準法面勾配は73°～51°とされる。
・「既設法面の法高と勾配の関係（地盤工学会,S51）」に基づくと，崩落は傾斜50°以上の法面で発生している。

・「土木学会-大規模岩盤崩落に関する技術検討委員会（H9）」による国内の岩盤崩壊事例の考察より，以下の知見が
得られている。”崩壊箇所の斜面としては、やや緩傾斜で地すべり的な事例があるが、傾斜50°以上の急崖斜面が多い”

・「地盤工学会-防災・環境・維持管理と地形地質（H27）」では、浸食崖では傾斜60°以上で岩盤崩壊が発生しやすく、
傾斜45°～55°では浸食が停止してほぼ安定化する（比較的安定な勾配は50°～60°）とされる。



2）危険度評価対象区間の抽出、斜面の細分化
・道路沿いに傾斜50°以上の斜面が連続する区間を、危険度評価対象区間として抽出した。
・次に、抽出した各区間について、尾根線を境として斜面を細区分した。
・各斜面の中で法面（道路に接する傾斜50°以上の斜面範囲）を設定し、勾配と高さに応じたケース区分を行った。

事 項
1.2 斜面区分評価結果

要 点 備 考

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討

傾斜量の凡例

尾根線を境とした
斜面区分

法面（勾配と高さに応じた
ケース区分の対象）

崩落現場

危険度評価対象区間

図-1.2.7 斜面勾配図（斜面の細分化）

図-1.2.6 斜面勾配図（危険度評価対象区間の抽出）
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・「勾配」は、法肩～斜面尻に概ね連
続確認される勾配（斜面の代表勾配）
のうち、最急勾配を採用した。
・「高さ」は、採用した勾配が確認さ
れる中で、法肩～斜面尻の高さが最も
高くなる値を採用した。



1.2 斜面区分評価結果 3）勾配と高さによるケース区分
・評価対象斜面は、全9,060箇所となった。
・191号岩盤崩落事故斜面は、県管理道路の中で最もケースNo.が大きくなる結果となった。
・同ケースに該当する斜面はもう1箇所、崩落事故斜面近傍（太田川対岸）の中筒賀下線に位置する。
・いずれも河川の洗奪斜面に該当する。

事 項 要 点 備 考

1. 今後の法面対策のあり方に関する検討
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「法面勾配」と「法高」の組み合わせ整理結果

・斜面高さ5m未満の法面は、法面の危
険度評価対象（ケース区分）から除外
した。
ここで、「既設法面の法高と勾配の

関係（地盤工学会,S51）に基づくと、
高さ5m未満の法面で不安定化した箇所
は0/70箇所である（1箇所不明）。

勾配
高さ

50°～59° 60°～69° 70°～79° 80°以上

5m～15m
ケース1
3529箇所
(39.0%)

ケース2
3008箇所
(33.2%)

ケース3
747箇所
(8.3%)

ケース4
37箇所
(0.4%)

16m～30m
ケース5
551箇所
(6.1%)

ケース6
638箇所
(7.0%)

ケース7
221箇所
(2.4%)

ケース8
28箇所
(0.3%)

31m～50m
ケース9
85箇所
(0.9%)

ケース10
135箇所
(1.5%)

ケース11
41箇所
(0.5%)

ケース12
3箇所
(0.03%)

51m～70m
ケース13
13箇所
(0.1%)

ケース14
12箇所
(0.1%)

ケース15
7箇所
(0.08%)

ケース16
無し

71m～100m
ケース17
1箇所
(0.01%)

ケース18
2箇所
(0.02%)

ケース19
2箇所
(0.02%)

ケース20
無し

100m以上 ケース21
無し

ケース22
無し

ケース23
無し

ケース24
無し

崩落事故斜面

★

★

国道191号
崩落事故斜面

中筒賀下線
同規模斜面


